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○
総
務
省
令
第

号

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度
分
の
地
方
交

付
税
の
交
付
額
の
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

令
和
八
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
交
付
額
の
特
例
に
関
す
る
省
令

（
交
付
額
の
特
例
）

第
一
条

令
和
八
年
四
月
に
お
い
て
各
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
は
、
地
方
交
付
税
法
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
団
体
の
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
に
〇
・
二
四
八
九
七
八
七
六
三
四
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
八
年
度
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
普
通
交
付
税
の
額
が
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交
付

税
の
額
に
比
し
て
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
地
方
団
体
又
は
令
和
七
年
度
に
お
い
て
は
普
通
交
付
税
の

交
付
を
受
け
た
が
、
令
和
八
年
度
に
お
い
て
は
普
通
交
付
税
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
地
方
団
体
に

対
し
て
は
、
当
該
交
付
す
べ
き
額
の
全
部
又
は
一
部
を
交
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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（
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
交
付
額
の
算
定
）

第
二
条

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
前
一
年
内
及
び
同
年
四
月
二
日
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す

べ
き
額
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
地
方
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
令
和
七
年
度
分
の
普

通
交
付
税
の
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

廃
置
分
合
に
よ
り
一
の
地
方
団
体
の
区
域
の
全
部
が
他
の
地
方
団
体
の
区
域
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の

関
係
地
方
団
体
に
係
る
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
の
合
算
額
を
も
っ
て
、
当
該
地
方
団
体
が
新
た
に
属
す
る
こ

と
と
な
っ
た
地
方
団
体
の
同
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
と
す
る
。

二

廃
置
分
合
に
よ
り
一
の
地
方
団
体
の
区
域
が
分
割
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
分
割
さ
れ
た
区
域
に
係
る
令
和
七
年
度
分

の
普
通
交
付
税
の
額
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
地
方
団
体
の
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
を
、
当
該
廃
置
分
合
に

よ
り
分
割
さ
れ
た
区
域
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
令
和
七
年
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し

た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
普
通
交
付
税
の
額
に
按
分
し
た
額
と
す
る
。

あ

ん

三

境
界
変
更
に
よ
り
一
の
地
方
団
体
が
そ
の
区
域
を
減
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
地
方
団
体
の
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交

付
税
の
額
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
地
方
団
体
に
係
る
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
か
ら
当
該
額
を
当
該
境
界
変
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更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
及
び
そ
の
区
域
を
除
い
た
当
該
地
方
団
体
の
区
域
の
そ
れ
ぞ
れ
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方
団
体

が
令
和
七
年
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
で

あ
っ
た
普
通
交
付
税
の
額
に
按
分
し
た
額
の
う
ち
、
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分
額
を
除
い
た
額
と

し
、
新
た
に
そ
の
区
域
が
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
地
方
団
体
の
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
は
、
そ
の
地
方
団
体

に
係
る
令
和
七
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
額
に
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


